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研究成果の概要（和文）：　本研究は、日本の労働法における契約外的規範ないし契約外的関係性を議論するための理
論の不足を補うために、イギリス労働法における非標準的労働にある者をめぐって展開されている契約外的規範ないし
関係性に関する理論を研究した。また、同時に、日本における合意ベースの労働契約論の限界についても研究し、合意
、合意外規範、契約外的規範、という労働法における新たな分析概念を導入し、日本における契約外的規範の必要性を
示した。

研究成果の概要（英文）：　The project is to research the extra-contractual concepts or relationships in 
English labour law, resulting in that Japanese labour law which does not have proper concepts for 
extra-contractual relationships examine the possibility to introduce them into itself.
 At the same time, within the sphere of Japanese labour law, the project clarified the differences 
between three concepts which it invented by itself, agreement, extra-agreement norms, and 
extra-contractual norms, to show the necessity for extra-contractual norms.

研究分野： 労働法

キーワード： 契約外的規範　合意　合意外規範　労働契約の成立　Nexus　Network　Profile

  ２版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
本研究は、労働法に、契約外規範を導入す

ることを試みるものである。契約外規範とは、
二当事者間の過去、現在、または将来の労働
契約関係を前提としつつ、その契約関係を前
提に形成された、たとえば派遣先や事業譲渡
先といった労働契約に関係する第三者との、
労働者と関係当事者との「つながり」ないし
「関係」を、法的関係性として捉えるための
概念である。 
伝統的な労働法あるいはこれまでの労働

関係の実態においては、本研究の提示する契
約外規範を議論する必要性は、あまり高くは
なかった。というのは、伝統的な労働法の前
提とする期間の定めのない労働契約と労働
関係の実態（正社員モデル）との間に齟齬が
生じなかったからである。 
とはいえ、伝統的な労働法においても、有

期労働契約の更新と雇止めに対する労働法
的対応、すなわち、期間の定めのない労働契
約を前提とした解雇権濫用法理の類推適用
に表れているように、一定の契約外規範が組
み込まれていた。すなわち、有期労働契約の
期間満了による雇止めは、単なる当事者の合
意の結果としての契約の自動的終了であっ
て、契約関係の存続を前提とする「解雇」は
存在しない。にもかかわらず、労働法は、「一
定の規範的考慮」（労働者側の雇用の継続に
対する合理的期待や労働関係の実質）から、
伝統的な法理の類推適用を認めてきたので
ある。ここに、労働法の中に、契約関係に依
拠しない、労働関係をみる上での契約外規範
の存在が確認できる（ほかに、労基法 39 条
の勤務の「継続」についての解釈など）。 
 伝統的な労働法と労働の実態とに齟齬が
生じない間は、上記のように契約外規範の組
込みを例外的に認めても、それを統一的に正
面から議論する必要は逼迫したものではな
かった。ところが、周知のとおり、現代の雇
用・就業形態の多様化によって、状況は一変
した。これまでの労働法が暗黙的に基盤とし
てきた長期にわたる契約的関係性が前提と
できなくなったのである。そして、むしろ、
これまでの労働法の法理を「類推」させ、「非
典型」雇用を労働法の範疇に正式に組み込む、
新たな概念が必要とされるようになった。 
 
２．研究の目的 
 
 そこで、本研究は、イギリス労働法を参考
にしつつ、契約関係を基礎としない新たな概
念の導入、すなわち、同国の労働法において
わが国と同様の問題状況に起因して提示さ
れたネクサス（Nexus）という概念の導入を
試みる（M. R. Freedland, ‘From the 
Contract of Employment to the Personal 
Work Nexus’ (2006) 35 ILJ 1）。同概念は、
契約とは直接関係のない「人、組織、あるい
は企業体との間の、関係あるいはつながり」

に法的意義を見出すためのものと定義され
る。そして同理論は、労務提供契約の存在を
労働法の中心的概念として位置づけ、ネクサ
ス概念を「補助的概念（ supplementary 
notion）」と表現するのである。したがって、
労働法の中で、同概念は労働契約と併存し、
労働法を契約とネクサスの視点から統一的
に再構成する可能性をもたらすものと解さ
れた。 
 
３．研究の方法 
 研究の遂行は、大きくは二部に分けること
ができる。（１）イギリス法、（２）日本法、
これらにおける研究を並行して遂行した。 
（１）イギリス法 
（ⅰ）契約外的規範導入の歴史的背景 
 2013 年、2014 年に、イギリスでインタヴ
ュー調査（Oxford 大学 Mark Freedland 教授、
London 大 学 Nicola Kountouris 教 授 、
Cambridge 大学 Simon Deakin 教授）を実施し、
歴史的背景、現代的な議論の意義について伺
った。 
 また、その際に教えて頂いた論文や、研究
費で購入した著書により、歴史的背景につい
ての研究が格段に進展した。 
 
（ⅱ）契約外的要素の析出 
 イギリス労働法における契約外的関係性
ないし規範が存在すると考えられる、集団的
労働関係法における「労働者」概念について
分析し、個別的労働法関係法における「労働
者」概念との異同を明らかにする。 
 
（ⅲ）契約外的規範ないし関係性の理論的基
礎 
 イギリス労働法における契約外的規範創
設の試みとして、① Freedland 教授、
Koutouris 教授によって提唱された、Nexus
概念、人的労働関係概念の法的構築、②
Oxford大学教授のH. Collins教授のNetwork
概念の議論が存在するため、これらについて
研究し、イギリス労働法における契約外的規
範ないし関係性についての理論的基礎を探
る。 
 
（２）日本法 
（ⅰ）合意と典型・非典型雇用 
 日本法における契約外的規範の導入の必
要性を示すために、合意ベースの労働契約概
念と伝統的な雇用との関係、そして、労働契
約概念と非典型雇用との関係について研究
する。 
 
（ⅱ）合意、合意外規範、契約外規範の相互
関係 
 日本法においては、合意論、労働契約論が
貧弱であるために、契約外的関係性を議論す
る上での概念の整理が必要であった。そのた
め、日本法において、特に、労働契約上の権
利義務関係を、合意と合意外規範の観点から



分析し、労働契約概念が合意規範の身によっ
て成り立っているのではない、言い換えると、
合意外規範をも取り込んでいることを明ら
かにすることによって、契約外規範の意義を
際立たせるようにした。 
 
４．研究成果 
（１）歴史的な背景 
イギリスにおいてなぜそのような契約概

念を超える概念が議論されるようになった
のか。その背景には、伝統的に雇用契約概念
が保持してきた機能とそれをめぐる問題状
況があった。 
まず、（ⅰ）イギリスにおける雇用関係規

制の重心の移動が存在する。立法は、1875 年
以降の集団自治の支持を堅持していたが、
1960 年代以降、個別の雇用関係における具体
的な権利や諸原則を打ち立てることに注力
し始めた。これに伴って、紛争の形態も個別
化し、「ある意味で、〔雇用関係〕規制の効果
的なシステムとしての団体交渉の衰退
（decline）は、審判所における個別的な権
利主張の勃興（rise）」 によって取って代わ
られたと表現できる状況に至る。 
こうして、まず、雇用関係は、集団的な自

治から、制定法に基づく個別的な権利義務に
よって規制されるようになり、それゆえに、
当事者の契約内容や制定法の条文の解釈を
もたらすものとして判例法の役割が重要と
なっていった 。 
次に、個別的労働関係法が（も）雇用関係

の規制において中心的な位置を占める現代
のイギリス労働法において、（ⅱ）雇用契約
が「枢要的な位置（pivotal position）」に
あることがある。 
すなわち、雇用契約概念や雇用契約法が実

際の法規制の作動において決定的に重要な
機能を果たすように組み込まれており、これ
が機能不全を起こすと、イギリス労働法にお
いては、一挙に雇用関係規制のツールが存在
しなくなるような仕組みになっていた。 
 ところが、実際に、（ⅲ）いわゆる非典型
雇用の増加により、従前暗黙の前提とされて
きた当事者間の雇用契約が、法的議論の対象
とすべき当事者間に見出すことができない、
という事態が発生した。そこでは、まず、①
自営業的な労務提供契約を締結して労働に
従事する者につき、「雇用」契約としての労
務提供契約関係を見出すことができないと
いう問題が意識された。そして、契約外的規
範導入の一番の要因となっているのが、②派
遣労働者と派遣先、フランチャイジーの被用
者とフランチャイザーとの関係など、そもそ
も当事者間に「契約」という法的関係が存在
しないという問題が認識されるようになっ
たことが明らかになった。 
 
（２）契約外的規範の存在 
 本研究は、イギリス労働法における個別的
労働関係法上の「労働者」概念と集団的労働

関係法上の概念との異同を考察し、集団的労
働関係法上の労働者概念の中に契約外的規
範が存在することを明らかにした。 
（ⅰ）概念間の相違についての認識 
 まず、イギリスでは、個別的労働関係法上
と集団的労働関係法上の労働者概念の定義
上の相違、すなわち、労働者概念における「通
常」とか「労務を提供することを求める」と
いう語句の存否についてはあまり言及され
ておらず、日本で労基法上の「労働者」と労
組法上の「労働者」について一般に見られる
ようには、両概念は区別して捉えられてはい
ない。ただ、イギリスでは、両概念の定義に
用いられている契約の性質の判断が学説や
判例において相互参照されていることから
して、契約の性質段階での共通性が認められ
ているといえる（後掲【表３】参照。）。 
（ⅱ）契約の成立と労働者概念 
 （ⅰ）のように、個別的労働関係法上と集
団的労働関係法上の労働者概念との区別の
曖昧性、相互参照（契約の性質の段階での共
通性）の事実を指摘できる一方で、判例にお
ける個別的労働関係法上と集団的労働関係
法上の労働者概念の内容とを比較すると、各
定義の相違に応じた違いが現れていた（後掲
【表３】を参照。）。各定義間の相違とは、集
団的労働関係法上の労働者概念には、「通常」
とか「労務を提供することを求める」という、
契約の成立・存続と時間の関係を柔軟に解す
ることを可能にするような文言が存在する
のに対して、個別的労働関係法上の労働者概
念にはこのような文言が存在しないという
相違である。判例を分析すると、個別的労働
関係法上の被用者概念または労働者概念の
場合と比較すると、この文言の有無の相違は、
集団的労働関係法上の労働者概念について
「義務の相互性」（約因）の要件を厳格な形
で問題としない効果をもたらすものと考え
られた。また、労働者概念間の文言の相違に
敏感な学説は、集団的労働関係法上の労働者
概念の「労務を提供することを求める」とい
う文言がもたらす「第四の要素」が、紛争が
生じたとき（厳密には承認申請のとき）にお
ける個別の労務提供者と使用者と主張され
る者との間の契約の存否を問わないという
効果をもたらす、と理解していた。このよう
に、条文に含まれる要素の相違は、契約の成
立要件を厳格に問うか問わないかという点
において、重要な違いを生じさせていること
が分かった。 

【表３ 法主体概念間の要素の異同】 
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（３）契約外的規範ないし関係性の理論的基
礎 
 
（ⅰ）二つのアプローチ 
 イギリス労働法における契約外的規範な
いし関係性構築の試みとしては、H. Collins
による Networkという概念にもとづく契約法
的アプローチと、M. Freedland らの人的労働
関係の法的構築（The Legal Construction of 
Personal Work Relations）という労働法独
自の規範的根拠（労働における人格）を提示
する労働法的アプローチの二つがあった。後
者においては、Nexus、Profile、などの新た
な概念が、契約外的規範を捉えるために提示
されていた。 
 
（ⅱ）正当化根拠 
 契約外的規範ないし関係性の法的正当化
については、Collins のアプローチも
Freedland らのアプローチも、必ずしもそれ
自体で正当性が認められるような法規範と
してネットワークやネクサスを掲げている
わけではない。Collins のアプローチは、現
実に存在する経済実態と既存の法概念との
齟齬が、連結された諸契約としてのネットワ
ークという観念の法システムにおける正当
性を担保している。また、Freedland らのア
プローチにおいては、契約概念の限界はもち
ろん新たな概念導入の前提とされているが、
規範的性質決定という方法論からして、むし
ろ、関係性を構築する当事者、裁判官、学説、
立法等の契約外的関係性をめぐるダイナミ
ズムと共に、その存在を肯定していこうとす
るものと解される。そのため、Freedland ら
のアプローチは、契約外的関係性や規範の正
当性を、関係性をめぐる実態だけではなく既
存のさらには将来の法規制にも求めている
と解される。 
 
（ⅲ）捉えられる関係性の内容 
 Collins のアプローチにおいては、「連結さ
れた諸契約としてのネットワーク」という表
現から分かるように、捉えられる契約外的関
係性の基礎として契約関係が存在している。

そして、そのネットワークの網は、ネットワ
ークの体内的な関係性と対外的な関係性を
問題とするように掛かっていく。Collins の
ネットワーク概念により直接的に対比でき
るのがFreedlandらのネクサス概念であると
解されるところ、Freedland らのアプローチ
においては、実際にどこまで契約概念に依拠
しない場合があると考えられているのかは
依然として不明であるが、ネクサスに契約的
つながりが全く含まれない場合があるとの
ことであった。この点では、Freedland らの
アプローチは、より純粋な意味での契約外的
関係性を捉えようとしているといえる。他方
で、ネクサス概念の捉える関係性の内容につ
いては、その具体的な規制のあり方は別とし
て、労働者派遣やフランチャイズの関係性な
ど、Collins のネットワーク概念と共通する
関係性も捉えようとしていると考えられる。
ただし、Collins のネットワーク概念では、
ネットワークの外にいる者（たとえば、サプ
ライチェーンの消費者）のネットワークへの
責任追及も考えられているようであるのに
対し、Freedland らがそのような契約外的関
係性の外に労働者の存在を想定している場
合があるのかは不明である。 
 
（ⅳ）労働法の規範的根拠 
 Freedland らのアプローチは、コモン・ロ
ー契約法（雇用契約法）の展開を踏まえつつ
もその限界を認識し、労働におけるパーソナ
リティという、労働法独自の規範的根拠を以
って労働法の再構築を図るというものであ
った。そのような包括的な視点に基づく労働
法再編の中に契約外的規範ないし関係性の
構築も位置づけられる。こうして、雇用契約
における従属性と交渉力格差という伝統的
な労働法の規範的根拠は、なお重視されつつ
も相対化され労働法の中に再編入させられ
ることになる。これに対し、Collins のネッ
トワーク概念に関する議論は、イギリス労働
法への準備段階としての契約法に関する議
論であると解されるとはいえ、労働法の規範
的根拠にまで踏み込んではいない。Collins
のアプローチは、なお契約法の展開の中にあ
るいはその先に労働法の問題を見据えてい
るものであるといえ、その意味では現実的な
アプローチといえるのかもしれない。
Collins や Freedland らがどのようにどの程
度契約法の限界を理解しているのかについ
ては本稿で検討することはできなかったが、
上記のとおり規範的根拠の再構築にまで乗
り出す点でFreedlandらのアプローチは顕著
な特徴を有しているといえよう。 
 
（ⅴ）雇用契約概念ないし雇用契約法の意義 
 しかし、雇用契約概念や雇用契約法が、労
働法を支えてきた、そして、現在も支えてい
るという厳然とした事実から、Freedland ら
のアプローチの本質的な意義がさらに検討
を要する。すなわち、一方で、Freedland ら



のアプローチが、伝統的なアプローチとの連
続性を保ちながら従来は認められないよう
な形での法的関係性を関係当事者間に見出
すものであるとすれば、その主張は、その連
続性ゆえに、労働法を超えて、契約法ないし
法一般に対しても、法的関係性に関する観念
または概念の変容を求める挑戦となり得る
ように思われる。他方で、Freedland らのア
プローチが、労働法に特有の観点から労働法
の再編を試みるものとして、法の領域におけ
る特別扱いを求めるものであるとすれば、
Deakin や Collins が指摘するように、雇用契
約概念ないし雇用契約法が既存の法制度の
一部として労働法において果たしてきたあ
るいは労働法を支えてきた役割とどのよう
に整合性を保ちつつ、現実の社会において人
的労働関係の構築を実現させることができ
るのか、という厄介な問題に直面するように
思われる。 
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